
阿賀野市告示第１３４号 

 阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和８年６月１６日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱（令和３年阿賀野市告示第９６号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１号中「令和７年１月１日から令和８年２月２７日まで」を「令和８年１月

１日から令和９年２月２６日まで」に改め、「提出し、受理」を「提出した、又は受理」

に改める。 

第３条第１項第２号中「令和６年分」を「令和７年分」に、「令和５年分」を「令和

６年分」に改め、同項第３号中「提出し、受理」を「提出した、又は受理」に改め、同

項に次の１号を加える。 

(７) 夫婦の双方が、次に掲げるいずれかの講座等を交付決定年度内に実施したこと。 

ア ライフデザイン支援講座（乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換

を含む。）の受講 

イ プレコンセプションケアに関する講座の受講 

ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談 

エ 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含む。）の受講 

 第４条第１項中「令和７年４月１日から令和８年２月２７日まで」を「令和８年４月

１日から令和９年２月２６日まで」に改める。 

第６条中第１２号を第１３号とし、第６号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第

５号の次に次の１号を加える。 

 (６) 第３条第１項第７号に定める講座等を受講した、又は実施したことが確認でき

る書類 

第１２条中「この要綱の規定に違反したとき又は提出書類に虚偽の記載をした」を「次

の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと市長が認めるときは、この

限りでない。 

(１) この告示の規定に違反した場合又は提出書類に虚偽の記載をした場合 

(２) 補助金の交付日から２年未満で当市から転出した場合 

 第１号様式を次のように改める。 
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 第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 この告示は、令和８年６月１６日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助

金交付要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 


